
                         

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年３月に国のマニュアルが改正されました。今回の改正点を踏まえ、研修内容は、虐

待相談・通報・届出を受け付けた後の対応から終結（事実確認、コアメンバー会議、支援計画、

評価会議、個別ケース会議、養護者支援及び終結への見極め）までを各対応段階の帳票を

活用し、対応力の向上を目指します。ぜひ、ご参加ください！ 

 

◆日程及び会場 

・ 令和 8年 1月 20日（火）９：３０～１６：３０ 

・ 日本特殊陶業市民会館 第一会議室（JR金山駅徒歩１０分） 

◆主な研修内容 

⑴ 市町村の役割と各対応段階における帳票活用の意義等（講義）４５分 

⑵ 初動期段階（演習とコメント）１時間３０分 

   事実確認、アセスメント、コアメンバー会議の開催、支援計画書作成等 

⑶ 対応段階（演習とコメント）１時間３０分 

   対応会議、支援計画書作成による役割分担と目標設定等 

⑷ 評価と終結（演習とコメント）１時間３０分 

   評価会議等における終結の確認 

◆対 象  地域包括支援センター職員、市町村担当職員、介護支援専門員、権利擁護関係職員 

社会福祉協議会職員、その他高齢者虐待にかかわる方 

◆講 師  本会高齢者・障害者虐待対応委員会委員 

◆受講料  会員：５，５００円、非会員：６，６００円  

◆定 員  ４０名（先着順、定員になり次第締め切ります） 

◆申込み  1月 6日（火）正午までに愛知県社会福祉士会ホームページに掲載の本研修参加申込

み専用フォームまたは右のQRコードより Peatixに入りお申込みください。申込み時クレジットカード

もしくはコンビニ/ATM でのお支払いを選択していただきます。 

申込み後は、キャンセルや当日の欠席による返金はできません。 

   なお、コンビニ/ATM でのお支払いの場合は、1月 5日(月)が 

   申込み締切日となります。ご注意ください。              

 

※QR コードでも申し込み可能 ⇒⇒⇒⇒⇒  

 

＜問合せ先＞ 

 

 

 

一般社団法人 愛知県社会福祉士会 事務局  

〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目 7 番 2 号 桜華会館 南館 1 階 

TEL：052-202-3155 FAX：052-202-3006 対応時間：平日 10:00～17:00 

E-mail：acsw@aichi.email.ne.jp 

 

 

tel:0522023005

